
「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」等の一部改正についての 

意見公募手続(パブリックコメント)の結果について 

 

 

【実施方法の概要】 

１．募集内容 

「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」等の一部改正について 

 

２．改正する条例及び規則 

・大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 

・大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 

・大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則 

 

３．意見募集期間 

令和 7 年 12 月 15 日（月）から 令和 8 年 1 月 15 日（木）まで 

 

４．意見提出方法 

郵送、持参、市ホームページ（電子申請）、ファックス 

 

５．周知方法 

広報やまと１月号、市ホームページへの掲載 

 

６．資料の配架場所 

・市役所まちづくり計画課  

・市役所情報公開コーナー  

・保健福祉センター  

・市民課分室（中央林間･渋谷）、連絡所（大和･桜ヶ丘）  

・コミュニティセンター（２０館）  

・生涯学習センター、学習センター（大和市市民交流拠点ポラリス・つきみ野･桜丘･渋谷）  

・図書館 

 

 

【意見提出の状況】 

意見提出者数 ０名  

意見件数 ０件 

 


